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議案第７４号 

   射水市職員の給与に関する条例等の一部改正について 

 射水市職員の給与に関する条例等の一部を次のように改正する。 

  令和２年１１月２６日 提  出 

射水市長 夏 野 元 志  

 

射水市条例第  号  

   射水市職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例  

 （射水市職員の給与に関する条例の一部改正） 

第１条 射水市職員の給与に関する条例（平成１７年射水市条例第４３号）の

一部を次のように改正する。 

  第２５条第２項中「１００分の１３０」を「１００分の１２５」に、「１

００分の１１０」を「１００分の１０５」に改め、同条第３項中「１００分

の１３０」を「１００分の１２５」に、「１００分の１１０」を「１００分

の１０５」に改める。 

第２条 射水市職員の給与に関する条例の一部を次のように改正する。 

  第２５条第２項中「１００分の１２５」を「１００分の１２７．５」に、 

 「１００分の１０５」を「１００分の１０７．５」に改め、同条第３項中「１ 

 ００分の１２５」を「１００分の１２７．５」に、「１００分の１０５」を 

 「１００分の１０７．５」に改める。 

 （射水市議会議員の議員報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例の一部改 

 正） 
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第３条 射水市議会議員の議員報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例（平

成１７年射水市条例第３７号）の一部を次のように改正する。 

  第４条第２項ただし書中「１００分の１３０」を「１００分の１２５」に、 

 「１００分の１７０」を「１００分の１６５」に改める。 

第４条 射水市議会議員の議員報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例の一

部を次のように改正する。 

  第４条第２項ただし書中「１００分の１２５」を「１００分の１２７．５」 

 に、「１００分の１６５」を「１００分の１６７．５」に改める。 

 （射水市長、副市長及び教育委員会教育長の給与に関する条例の一部改正） 

第５条 射水市長、副市長及び教育委員会教育長の給与に関する条例（平成１

７年射水市条例第４０号）の一部を次のように改正する。 

  第３条第２項ただし書中「１００分の１３０」を「１００分の１２５」に、 

 「１００分の１７０」を「１００分の１６５」に改める。 

第６条 射水市長、副市長及び教育委員会教育長の給与に関する条例の一部を

次のように改正する。 

  第３条第２項ただし書中「１００分の１２５」を「１００分の１２７．５」 

 に、「１００分の１６５」を「１００分の１６７．５」に改める。 

 （射水市一般職の任期付職員の採用及び給与の特例に関する条例の一部改 

 正） 

第７条 射水市一般職の任期付職員の採用及び給与の特例に関する条例（平成

２６年射水市条例第３号）の一部を次のように改正する。 

  第９条第２項中「１００分の１３０」を「１００分の１２５」に、「１０
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０分の１７０」を「１００分の１６５」に改める。 

第８条 射水市一般職の任期付職員の採用及び給与の特例に関する条例の一

部を次のように改正する。 

  第９条第２項中「１００分の１２５」を「１００分の１２７．５」に、「１

００分の１６５」を「１００分の１６７．５」に改める。 

   附 則 

この条例は、公布の日から施行する。ただし、第２条、第４条、第６条及び

第８条の規定は、令和３年４月１日から施行する。 
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報告第１４号 

   専決処分の報告について 

 地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第１８０条第１項の規定により、議

会において指定されている事項について専決処分したので、同条第２項の規定

によりこれを報告する。 

  令和２年１１月２６日 提  出 

射水市長 夏 野 元 志  

 

記  

和解及び損害賠償額の決定 

専決処分

番     号  
専決処分年月日  専決処分の内容  

４  令和２年１０月１６日  

１ 和解及び損害賠償の内容  
   責任割合  市 １００パーセント  

損害賠償額 市 １，２００，０００円  
２ 和解及び損害賠償の相手方  
   高岡市在住１名  
３ 事由  
   救急出動中における物損事故  
    発生日 令和２年７月３１日  
    場 所 高岡市角地内 

 


